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右
の
質
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主
意
書
を
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出
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東
大
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学
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コ
ン
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ュ
ー
タ
ー
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に
つ
い
て
の
虚
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回
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に
関
す
る
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問
主
意
書 
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一 

 



 

現
在
な
お
解
明
が
進
ま
ぬ
状
態
に
あ
る
東
大
農
学
部
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
問
題
に
関
し
て
、
要
求
資
料
等
に
対
す 

 

る
虚
偽
回
答
な
ど
、
と
り
あ
え
ず
緊
急
を
要
す
る
と
考
え
る
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

一 

東
京
大
学
農
学
部
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
問
題
の
解
明
に
関
連
し
て
、
先
に
文
部
省
を
通
じ
て
提
出
を
要
求
し 

 

た
九
件
の
資
料
の
う
ち
、
本
件
解
明
に
あ
た
つ
て
極
め
て
重
要
な
内
容
を
ふ
く
む
「
昭
和
五
九
年
十
二
月
十
七 

 
 

日
開
会
の
運
営
委
員
会
議
事
録
」
に
つ
い
て
は
、
「
議
事
録
は
な
い
」
と
し
て
、
出
席
者
の
メ
モ
等
を
参
考
と
し 

 
 

て
作
成
さ
れ
た
と
す
る
「
出
席
委
員
及
び
主
な
審
議
事
項
」
の
み
提
出
さ
れ
た
（
四
月
十
五
日
受
理
）
。 

 
そ
こ
で
、
再
度
文
部
省
を
通
じ
て
関
係
教
授
の
所
見
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
鴻
巣
、
平
野
両
教
授
は
「
議
事
録 

 
 

 

は
作
成
し
な
か
つ
た
」
と
述
べ
た
が
、
実
際
に
「
議
事
録
」
は
存
在
し
、
し
か
も
、
昭
和
六
十
年
六
月
十
二
日
の 

 
 

 

運
営
委
員
会
で
、
鴻
巣
教
授
が
議
長
と
し
て
提
案
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
事
実
が
明
確
と
な
つ
た
。 

東
大
農
学
部
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
問
題
に
つ
い
て
の
虚
偽
回
答
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

(二) 

法
務
省
（
法
務
大
臣
）
の
所
見
は
如
何
。 

(一) 

直
接
監
督
官
庁
と
し
て
の
文
部
省
（
文
部
大
臣
）
の
所
見
は
如
何
。 

こ
の
こ
と
に
よ
つ
て
、
鴻
巣
、
平
野
両
教
授
、
と
く
に
前
記
運
営
委
員
会
の
議
長
と
し
て
、
昭
和
五
十
九
年 

 
 

 

十
二
月
十
七
日
の
運
営
委
員
会
に
お
い
て
「
今
回
よ
り
記
事
要
旨
（
議
事
録
）
を
作
成
す
る
」
、
「
承
認
は
次
回
の 

 
 

冒
頭
で
行
う
」
と
し
た
決
定
に
基
づ
い
て
、
自
ら
の
手
で
配
布
し
た
議
事
録
案
文
に
つ
い
て
、
そ
の
承
認
を
求 

 
 

め
た
事
実
を
故
意
に
隠
ぺ
い
し
、
先
に
提
出
し
た
資
料
で
「
作
成
し
て
い
な
い
」
と
回
答
し
た
こ
と
に
つ
じ
つ
ま 

 

を
合
わ
せ
て
所
見
を
記
述
し
た
鴻
巣
章
二
教
授
等
の
行
為
は
、
主
権
者
国
民
の
負
託
を
受
け
て
国
政
調
査
権
に 

 

裏
づ
け
ら
れ
る
国
会
質
疑
に
対
す
る
明
白
な
詐
欺
で
あ
り
、
ま
し
て
や
、
教
育
公
務
員
と
い
う
立
場
上
、
当
然 

 
 

告
発
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
犯
罪
行
為
で
あ
る
と
思
料
す
る
。
よ
つ
て
次
の
諸
点
を
問
う
。 

こ
う
い
う
事
態
の
発
生
に
つ
い
て
は
、
先
般
来
当
方
か
ら
の
資
料
要
求
等
を
管
掌
さ
れ
た
文
部
省
の
責
任 

 

も
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
後
、
ど
の
よ
う
に
対
処
さ
れ
る
か
。 

四 

 



 

三 

一
方
、
昭
和
五
十
九
年
十
月
か
ら
始
ま
つ
た
Ｎ
Ｅ
Ｃ
の
東
大
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
使
用
に
よ
る
Ｏ
Ａ
化
実
験 

 
 

は
、
前
記
更
新
作
業
に
お
い
て
、
も
し
他
社
シ
ス
テ
ム
に
更
新
す
れ
ば
、
Ｎ
Ｅ
Ｃ
に
と
つ
て
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
開 

 
 

発
が
進
む
も
の
の
、
東
大
は
そ
れ
ま
で
の
出
費
が
無
駄
に
な
る
も
の
で
あ
つ
た
か
ら
、
前
記
関
係
者
に
よ
る
機 

 
 

二 
前
記
「
議
事
録
」
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
十
九
日
開
催
の
運
営
委
員
会
に
お
い
て
、
次
期
機
種
更
新
が
審 

 
 

 

議
、
承
認
さ
れ
、
当
時
の
平
野
セ
ン
タ
ー
長
や
選
定
の
た
め
設
け
ら
れ
た
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
座
長
の
高
倉 

 
 

教
授
（
和
田
、
藤
原
両
調
査
委
員
会
委
員
）
ら
に
よ
り
選
定
作
業
が
進
行
し
て
い
た
こ
と
を
記
載
し
て
い
る
。 

こ
の
こ
と
は
、
二
回
に
わ
た
る
質
問
主
意
書
に
対
す
る
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
〇
二
第
四
三
号
、
同
一 

 
 

〇
三
第
二
三
号
）
に
お
い
て
、
「
昭
和
五
十
九
年
八
月
に
セ
ン
タ
ー
長
の
了
解
を
得
て
四
宮
元
技
官
が
Ｎ
Ｅ
Ｃ
に 

 

使
用
依
頼
し
た
当
時
は
セ
ン
タ
ー
に
機
種
更
新
の
予
定
は
な
く
、
更
新
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
た
事
実
も
な 

 
 

い
」
と
い
う
主
旨
の
回
答
が
全
く
の
虚
偽
で
あ
つ
た
こ
と
を
明
確
に
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。 

本
項
に
つ
い
て
も
、
一
の

(一)
、

(二)
同
様
、
文
部
省
並
び
に
司
法
当
局
の
見
解
を
求
め
る
。 

五 

 



 

 

六 

種
選
定
作
業
に
は
、
内
実
と
し
て
Ｎ
Ｅ
Ｃ
を
選
定
す
る
と
の
事
前
了
解
が
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

今
回
の
「
議
事
録
な
し
」
と
の
虚
偽
回
答
が
前
記
の
「
機
種
更
新
計
画
な
し
」
と
の
答
弁
の
虚
偽
を
隠
ぺ
い
す
る

目
的
で
あ
り
、
次
期
機
種
更
新
に
か
ら
む
Ｎ
Ｅ
Ｃ
と
の
癒
着
及
び
Ｎ
Ｅ
Ｃ
に
よ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
不
正
使 

 
 

用
の
事
実
を
隠
す
目
的
で
な
さ
れ
た
こ
と
が
明
白
と
な
つ
た
。 

改
め
て
、
そ
の
責
任
の
所
在
を
追
及
し
、
文
部
省
並
び
に
司
法
当
局
の
見
解
を
求
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
対
処
の 

 
 

し
か
た
を
問
い
、
明
確
な
答
弁
を
要
求
す
る
。 

右
質
問
す
る
。 


